
東広島市人材総合戦略（概要版）

基本方針 施策の体系（案） 主な取り組み（案）

人材確保

１ 戦略的採用活動 ・情報発信
・多様な採用試験の工夫（計画的かつ戦略的な採用）

２ 多様な人材の確保 ・多様な人材を対象とした採用
・外部人材の活用

人材育成

1 人材育成プログラムの整備 ・人材育成プログラムの策定
（職員行動理念の実践、研修プログラム、専門人材の
育成等）
・職員のキャリア形成支援
（資格取得助成、視察助成、リスキリング等）

2 人材育成手法の充実 ・研修の充実
・多様な主体との連携を通じた人材育成

3 人を育てる人事管理 ・目標管理、人事評価制度の活用
・職員が能力・専門性を発揮できる環境づくり
（定年延長・再任用・任期付、 複線型人事等

職場環境
の整備

①働き方改革の推進 ・多様で柔軟な働き方の推進（フレックス拡充等）
・安心安全で働きやすい職場環境整備
（ハラスメント対策、ナチュラルビズ等）

②女性職員の活躍及び子育てと仕事の両
立をしていくための取り組み

・男性の育児休暇・育児休業の取得促進
・時間外勤務縮減及び年次有給休暇の取得促進
・女性の活躍推進に向けた取組み

③障がい者活躍に向けた取り組み ・障害者の活躍を推進する体制整備
・障害者の活躍の基本となる職務の選定・創出
・障害者の活躍を推進するための環境整備・人事管理
・その他の支援

戦略の位置づけ

本市の目指す「市民のWell-beingの向上」を実現する
ためには、施策の実行を担う職員自身がWell-beingを実感
しながら仕事を進めることが望ましいと考えています。
そのため、本戦略では「市民と職員のWell-beingの向上」

を基本的な考え方（理念）とします。

基本理念

施策体系

「市民と職員のWell-beingの向上」

・自律的なキャリア形成支援
（資格取得助成、視察助成、リスキリング等）

・計画的かつ戦略的な採用
（多様な試験実施、専門人材の確保等）

・多様な任用形態の有効活用
・外部人材の活用

・職員行動理念の実践

・研修の充実
・デジタル人材の育成

・目標管理、人事評価制度の活用
・職員が能力・専門性を発揮できる環境づくり
（定年延長・再任用・任期付、 複線型人事等）

・多様で柔軟な働き方の推進（フレックス拡充等）
・安心安全で働きやすい職場環境整備
（ハラスメント対策、ナチュラルビズ等）

・男性の育児休暇・育児休業の取得促進
・時間外勤務縮減及び年次有給休暇の取得促進
・女性の活躍推進に向けた取組み

・推進体制の整備 ・職務の選定・マッチング
・職場環境の整備 ・ 職員の採用・育成等
・優先調達

人材確保

人材育成

職場環境の
整備

①戦略的採用活動

②多様な人材の確保

①職員行動理念の実践

③職員のスキル向上

④組織力向上のための
適正配置・処遇

①働き方改革の推進

②女性職員の活躍及び子育てと仕事の両立
をしていくための取り組み

③障がい者活躍に向けた取り組み

②自律的なキャリア形成

本戦略は、これまで個別に策定していた４つの人事
関連計画（「東広島市定員管理方針」、「東広島市職員
人材育成基本方針」、「東広島市特定事業主行動計画」、
「東広島市障害者活躍推進計画」）を統合することに
より、組織・人事施策の総合的な計画へ転換するもの
であり、第五次東広島市総合計画と連動しながら、
組織力の向上及び市民と職員のWell-beingの向上
にむけて、取り組みを進めていきます。

計画期間：令和８年度～令和１２年度

戦略の位置づけ

目標値（抜粋）

【成果】

・職員の増加
５年で４０人超の職員増員

・年齢バランスの改善
不足している（中間層）の職員の採用

・多様な人材の確保
社会人経験者、技術職、福祉職等多様な試験

を実施

・柔軟な勤務形態の導入
フレックスタイム制の導入等

【課題】

・専門職種の採用

・採用した多様な人材の育成ビジョン

・職員の専門性の向上

・多様な人材が活躍できる職場環境整備

・時間外勤務の縮減

現状と課題

項目 目標値等

全体目標 ワークエンゲージメント 3.5（全職員平均）

人材確保 職員数の計画値 ５年間で１５人程度の増員

特定事業主
行動計画

男性の育児休業取得職員の割合 100%

年次有給休暇取得日数 平均取得日数14日、5日未満取得者0人

職員1人あたりの年平均時間外勤務 150時間以内

管理職に占める女性の割合 30％以上

障害者活躍
推進計画

障害者雇用率 法定雇用率を上回る障がい者雇用の推進

現行計画の達成状況

時間外勤務の状況

職員数

職員の
年齢分布
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労働力人口の減少や民間企業との競争激化により、公務員試験の受験
者数は年々減少し、公務員の担い手も減り続けています。こうした状況
は、行政サービスの質や持続性に大きな影響を及ぼす可能性があり、自
治体にとって喫緊の課題となっています。
このような中、本市では、従来の新卒採用に加え、社会人経験者や専

門職の採用に積極的に取り組んでいます。さらに、任期付職員や会計年
度任用職員として経験を積んだ方の採用（ステップアップ採用）、子育
てや介護などでやむなく本市を退職された方の再採用（カムバック採
用）など、多様な採用試験を実施し、幅広い人材の確保を目指していま
す。
今後も、計画的かつ戦略的な採用活動を通じて多様な人材を確保する

とともに、正規職員へのステップアップを可能にする仕組みを整えるこ
とで、会計年度任用職員や任期付職員のモチベーション向上にもつなげ
ていきたいと考えています。
こうした取り組みにより、地域に根ざした安定的な行政運営を実現し、

市民サービスの質の維持・向上につなげていきます。

社会情勢の変化に伴い、行政ニーズは多様化し、行政職員にはより専
門的なスキルや、分野を超えて連携し業務を推進する力が求められてい
ます。
こうした人材を育成するため、専門職種の採用に加え、一般行政職と

して採用された職員も、専門分野の業務経験や研修を積み重ねることで
スキルを高度化し、専門性を深化させることを目指します。
これにより、様々な専門分野でキャリアを形成できるキャリアステッ

プを構築し、多様化、複雑化する行政課題への対応力を高め、住民サー
ビスの質を向上させるとともに、職員が前向きなキャリア志向を持つこ
とで、モチベーションの向上にもつなげていきたいと考えています。
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